
役員選任に関する告示 

令和６年３月１日 
公益社団法人日本吹奏楽指導者協会 

選挙管理委員会 

公益社団法人日本吹奏楽指導者協会（以下「ＪＢＡ」という。）の現役員（公益社団法人第７期

役員）の任期は、令和６年６月に開催予定の定時総会終結の時までとなっており、任期満了に伴

う第８期役員の選任を以下の要領により実施致します。 

関係規則（参考） 
定款（抜粋） 

（役員の設置） 
第２１条 この法人に次の役員を置く。 

（１）理事 ７名以上１３名以内 
（２）監事 ２名以内 
２ 理事のうち１名を会長、２名を副会長とし、そのほかの理事のうち３名を常務理事

とする。 
（役員の選任） 
第２２条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
３ 代表理事である副会長、代表理事でない副会長及び常務理事は、理事会の決議によ

って理事の中から選定する。この場合、会長は候補者を推薦することができる。 
（監事の職務及び権限） 
第２４条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成

する。 
 

ＪＢＡ第８期役員の立候補受付について 

第８期役員の任期は、令和６年６月開催予定の定時総会終結の時から令和８年６月に開催予定

の定時総会終結の時までとなります。 
ＪＢＡ第８期本部理事等として活動する意思のある正会員は、以下により立候補してください。 

１ 役員選挙日程 
（１）立候補受付期間 令和６年３月１５日（金）～令和６年４月１２日（金） 
（２）役員選任日   令和６年６月２２日（土）に開催予定の令和６年度定時総会の日 
２ 立候補の受付 
（１）立候補に必要な書類 

ア 立候補届 理事（様式－１－①）、監事（様式－１－②） 
イ 履歴書  理事・監事共通（様式－２） 
ウ 選挙公報原稿 理事（様式－３－①）、監事（様式－３－②） 
立候補に必要な書類は、請求により本協会事務局より送付致します。また、本協会ホーム

ページからもダウンロードが可能です。 
（２）前号の書類は原本を送付することとし、立候補受付期間以外は受け付けない。 
（３）受付・郵送先 

〒102-0073 東京都千代田区九段北４－２－４ 千修ビル内 
公益社団法人日本吹奏楽指導者協会 選挙管理委員会 

３ 問合せ先 
公益社団法人日本吹奏楽指導者協会 事務局 
〒102-0073 東京都千代田区九段北４－２－４ 千修ビル内 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０３－５２７５－５６１８ 
メールアドレス info@jba-honbu.or.jp 

（お電話でのお問い合せは（月）～（金） １１：００～１７：００） 


